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第
４
回
定
例
会

　
1 2
月
4
日
（
木
）
か
ら
1 1
日
（
木
）
ま
で
。
第
4
回
定
例
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

　
広
川
町
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
条
例
を
制
定
し
た
。

　
保
護
者
の
就
労
要
件
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
子
ど
も

の
育
ち
を
応
援
す
る
制
度

　
令
和
８
年
４
月
開
始
を
目
指
し
て
い
る
。

対 

象 

児
　
０
歳
６
か
月
～
満
３
歳
未
満
の
未
就
園
児

利
用
時
間

　
上
限
1 0
時
間
／
月

利
用
料
金

　
３
０
０
円
／
１
時
間

　
別
途
副
食
費
あ
り

※
詳
し
く
は
、
広
報
３
月
号

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

予
定

　
広
川
町
教
育
施
設
建
設
委
員
会
設
置

条
例
を
制
定
し
た
。

構
成

　
1 5
名
以
内

　
こ
の
委
員
会
で
は
、
課
題
を
把
握
し
、

基
本
構
想
、
基
本
計
画
な
ど
に
つ
い
て

協
議
し
、
策
定
す
る
。
進
捗
管
理
を
行

い
、
随
時
報
告
す
る
。

　
上
広
川
小
学
校
建
設
に
向
け
て
は
、

７
年
度
末
ま
で
に
、
第
１
回
建
設
委
員

会
開
催
予
定

構
成
委
員

　
区
長
会

　
学
校
長

　
　
　
　
　
Ｐ
Ｔ
Ａ

　
教
育
委
員

　
　
　
　
　
町
議
会
の
代
表
等

　
現
行
計
画
は
、
制
定
後
2 0
年
以
上
経
過
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
土
地

改
良
事
業
の
完
了
、
国
県
町
道
の
新
設
、
改
良
な
ど
に
よ
り
土
地
利
用

状
況
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
見
直
す
も
の
で
あ
る
。

　
見
直
し
後
の
農
用
地
面
積
は
６
３
４
・
５
ha
で
あ
る
。

2 0
年
前
に
比

べ
３
５
６
・
８
ha
減
っ
て
い
る
。

　
こ
の
事
業
は
、
平
成
1 9
年
か
ら
実
施
し
て
き
た
が
、
諸
経
費
の
軽
減

や
品
質
の
担
保
が
で
き
て
な
い
。
ま
た
、
財
政
規
模
の
大
き
な
行
政
区

に
有
利
と
な
る
こ
と
か
ら
公
平
性
に
欠
け
る
と
判
断
し
中
止
す
る
。
た

だ
し
、
地
元
直
接
施
工
の
材
料
費
に
つ
い
て
は
、
上
限
な
ど
を
定
め
補

助
す
る
。

　
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
登
校
し
な
い
、
登
校
し
た
く
て
も
で
き
な
い

児
童
・
生
徒
に
対
し
て
、
相
談
・
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

令
和
８
年
４
月
、
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ふ
ん
わ
り
」
を
開
設
す
る
。

設
置
場
所

　
　
　
　
　
は
な
や
ぎ
の
里

　
2
階

開
設
日
・
開
設
時
間

　
月
～
金

　
午
前
1 0
時
～
1 5
時

　

　
相
談
は
、
開
設
時
間
に
限
ら
ず
、
要
望
に
対
応
し
、
自
宅
な
ど
に
訪

問
す
る
こ
と
も
可
能

セ
ン
タ
ー
人
員

　
　
セ
ン
タ
ー
長
、
支
援
員

　
補
助
員

　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
常
駐

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度

上
広
川
小
学
校

　
　
移
転
に
向
け
て

現
状
に
合
わ
せ
て
、
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
見
直
し

地
元
施
行
補
助
金
交
付
事
業
変
更

教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
名
「
ふ
ん
わ
り
」
に
決
定
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各議案の賛否は
（ ○賛成　 ●反対）

議長は採決に加わり ません。

下
田
め
ぐ
み

辻
　
　
満
晴

藤
島

　
玄
稔

梶
原

　
一
美

竹
下

　
英
治

山
下

　
　
茂

丸
山

　
幸
弘

栗
原

　
福
裕

江
藤
美
代
子

水
落

　
龍
彦

池
尻

　
浩
一

野
田

　
成
幸

会
議
の
結
果

条例制定

広川町教育施設建設委員会設置条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

可決
広川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する
基準を定める条例の制定

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

広川町情報通信技術を活用し た行政の推進に関する
条例の制定

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

条例改正
広川町職員の給与に関する条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

可決広川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す
る条例の一部改正

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認定 町道路線の認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

締結 長延逆瀬谷線道路災害復旧工事に係る 変更契約の締結 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

補正予算

一般会計補正予算 ( 第 4 号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

可決

国民健康保険特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

防災ダム管理特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水道事業会計補正予算（ 第 2 号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

下水道事業会計補正予算（ 第 2 号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

同意
公平委員会委員の選任に対する同意（ 藤島弘義） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

同意
教育委員会委員の任命に対する同意（ 貞苅えり 子） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発議
地域医療提供体制の維持・ 確保のための診療報酬改
定等を求める意見書の提出

○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● 否決

※各議案名については簡略化し ています。 議決結果はホームページに記載し ています。

（ 山下議員） 国民負担の増加、 町の財政負

担の増加であり 反対する。

（ 竹下議員） 病院等経営悪化の第一の要因

は外来患者の減少であり 、 単なる診療報酬

の話ではない。 公立病院問題を抱える立場

でこ の意見書提出は無責任である。

（ 山下議員） 診療報酬を上げると 患者負担が増え、 町の支出も 増えるがどう 考えるか。

（ 江藤議員） 現状では、 まず、 病院を存続さ せるこ と が大切である。

（ 竹下議員） 本意見書の文章は、 民主医療機関連合会が作っ たも のである 。 こ れを 広川町議会

の意見書と するのか。

（ 江藤議員） 事前に当団体に話を 聞き、 提出し ている。 また、 当団体から 議長宛に、 意見書提

出の要望が来ている。

（ 梶原議員） 人件費、 薬価、 設備費など の

高騰に比べ、 診療報酬はマイ ナス改定が続

いている。 診療報酬を上げ、 地域医療を守

るべき である。

（ 池尻議員） 診療報酬の詳細は今後検討さ れ

る。 安心安全なく ら し のためにアク ショ ンが

必要である。 国に意見を上げるべきである。

反対意見 賛成意見討

質

発

論

議

議

診療報酬引き 上げを求める意見書　 否決

　 地域の医療提供体制を維持・ 確保するため、 国に対し て診療報酬の引き 上げ等を求める意見

書の提出が提案

　 　 　 提案者　 江藤　 　 　 賛成者　 梶原　 池尻　 藤島　 辻　 下田

提案理由（ 江藤）

　 全国の病院の 7 割以上が赤字経営であり 、 物価や人件費の高騰に診療報酬が追いついていな

い。 医療機関の収入はほぼ診療報酬で決まる。 医療機関の経営維持並びに住民が安心し て医療

を受けら れる権利を守るために、 診療報酬の引き上げが不可欠である。


